
 

 

 

☆４月６日（月）～４月１５日（水）の１０日間 

        ☆交通事故ゼロを目指す日⇒４月１０日（金） 

   ◎本運動は、広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通 

     マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を 

     推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。 

 

１．通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 

●通学路、未就学児を中心にこどもが日常的に集団で移動する経路等における見守り活動等の推進 

●「生活道路は人が優先」という意識を浸透させるための広報啓発を推進するとともに、「ゾーン３０プラス」の整備 

  を始めとする生活道路の交通安全対策の推進 

●横断歩道を渡ること、信号機のあるところでは、その信号に従うこと等の基本的な交通ルールや歩きスマホの 

  危険性の周知に加え、自らの安全を守るための交通行動として、運転者に対して横断する意思を手を上げる 

  などして明確に伝え、安全を確認してから横断を始めること、横断中も周囲の安全を確認すること等を促す取組 

  の推進 

●反射材用品等の視認効果や使用方法等の周知と自発的な着用を促す取組の推進 他 

 

２．「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上 

●運転中のスマートフォン等の通話や画像注視の危険性に関する広報啓発の推進 

●業務運転中の「ながらスマホ」による交通事故を防止するため、業務に使用する自動車の使用者等による交通 

  安全教育等を徹底させる取組の推進 

●運転者に対し、歩行者優先の徹底を始めとした交通ルールの遵守と、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持って 

  安全に運転しようとする意識を向上させるための交通安全教育や広報啓発の推進 

●運転者に対するアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認等、業務に使用する自動車の使用者等に 

  おける義務の遵守を徹底させる取組の推進 他   

 

３．自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底 

●令和８年４月１日から、１６歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して交通反則通告制度が導入される 

  ことを踏まえた、車道通行の原則、車道は左側通行、歩道は歩行者優先等の「自転車安全利用五則」にのっとった 

  自転車の基本的な通行方法や自転車通行空間が整備された箇所における通行方法の周知と遵守の徹底を促す 

  取組の推進 

●特定小型原動機付自転車の運転者による飲酒運転、信号無視等の悪質・危険な違反のほか、歩道歩行等の 

  通行区分違反、横断歩行者等妨害等の歩行者に危険を及ぼすおそれの高い違反等を防止するための効果的 

  かつ適切な交通安全教育の推進 他 

 

                                                        出典：内閣府ホームページ 
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